
　（１）　食品衛生

　　①　施設及び監視指導

≪施設と監視の状況≫

≪施設の状況≫

　近年，食品産業の発展による加工技術の発達，輸入食品の増大に伴う流通の国際化，イ

ンターネットの普及による流通の変化，消費者ニーズの多様化，健康志向，鮮度志向等食

品をとりまく環境は日々変化を遂げている。

　そのような中で，生命と健康維持に最もかかわりの深い食品の安全性を確保するため，

令和３年６月に改正食品衛生法が施行され，すべての食品等事業者は一般的な衛生管理に

加え，ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が求められることとなった。

　そのため，食中毒をはじめとする食品等による健康被害を未然に防止し，食品衛生の確

保，向上を図るため，食品取扱施設の監視指導，収去検査，講習会等を実施し，施設の整

備改善，不良食品の排除，衛生知識の普及啓発等に努めている。

　一般監視のほか，営業形態，時期，各種イベント開催等を勘案した重点監視や集中監視

を実施した。

４年度

２　生活衛生

2,911

６年度 3,943 3,058

4,039

監視件数

（単位：施設，件）

区分 施設数

５年度 3,973 2,847
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≪許可を要する施設（旧法）≫ （単位：施設，件）

※施設数は各年度末現在

改正食品衛生法が令和３年６月１日に施行されたため，それ以前を旧法，

以後を新法として記載。
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≪許可を要する施設（新法）≫ （単位：施設，件）

※施設数は各年度末現在
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≪許可を要しない施設の監視状況（旧法）≫ （単位：施設，件）

器具･容器包装･おもちゃの

製造業又は販売業

※施設数は各年度末現在

※広島県条例により認定等を要すると定められた施設（下記に別記）を含む。

≪認定等を要する施設の監視状況≫ （単位：施設，件）

※広島県条例により認定等を要すると定められた施設。施設数は各年度末現在
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≪届出を要する施設の監視状況（新法）≫ （単位：施設，件）

※施設数は各年度末現在

※複数の業種を営んでいる場合は，代表的な業種について届け出ている。
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　　②　収去検査

≪食品収去検査実施状況≫ （単位：件）

４年度 ５年度

　　③　食中毒

≪食中毒発生状況≫ （単位：件，人）        

※食中毒統計に合わせ「年次」で区分

　　④　行政処分

≪行政処分状況≫ （単位：件）

※違反のあった施設に対する複数の処分を含む。
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　規格基準違反等の不良食品を排除するため，管内業者製造の製品，輸入食品，弁当，そ

うざい，生かき等を中心に検査を行った。
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　　⑤　食品衛生知識の普及啓発

≪衛生教育等開催状況≫ （単位：回，人）

内

訳

　　⑥　苦情・相談

≪苦情・相談等取扱状況≫ （単位：件）

　　⑦　関係団体の指導育成

　（２）　環境衛生

　　①　施設の監視指導
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127
161
138

5

5
1

4

695
23
17

区分 総数
異
物
混

入

1 0
3

0

0 0

3

安
全
性

0
02

8

そ
の
他

3

食品

11

変
色

1

受講者数
716

5

施設
不
衛
生

8

表
示

40
12

1,226
233

69 9
77

腐
敗

変
敗

そ
の
他

1

27
45

カ
ビ
の

発
生

異
味

異
臭

５　年　度

消 費 者 等

開催回数

４年度
５年度

６　年　度

　旅館業及び興行場等の営業施設並びにその他の施設について，自主的な衛生管理の推
進，衛生基準の遵守，施設の適正な維持管理の徹底等を指導した。

　日常生活に密接な関係がある環境衛生営業施設並びに多数の者が使用・利用する建築
物，貯水槽水道施設等を対象に監視立入や各種科学的検査を行い，施設の改善，維持管理
の徹底を指導することにより，衛生水準の向上に努めている。

　食品衛生関係業界の自主管理体制の確立を図るため，食品衛生協会及び関係団体の円滑
な事業運営，自主的活動の推進に努めるとともに，各種イベントヘの助言，支援を行って
いる。

　食品の腐敗・変敗，食品取扱不良等の苦情・相談等に応じている。

　講習会等を通じて，営業者の自主管理体制の確立と衛生意識の向上を図るとともに，消
費者に対しても，保健所ホームページ，市政だより等で食品衛生知識の普及啓発に努め
た。

1,327

区分
４　年　度

食品取扱業者

1,45952
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≪環境衛生関係施設≫

4,720 4,724 4,707 53 40 28 49 36 44 255 288 253

1,110 1,116 1,095 25 29 20 28 23 41 106 108 76

155 156 154 10 8 2 4 7 4 43 21 13

旅 館 ・ ホ テ ル 80 75 75 3 0 2 2 5 2 29 6 12

簡 易 宿 所 75 81 79 7 8 0 2 2 2 14 15 1

下 宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

映 画 館 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ス ポ ー ツ 施 設 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

そ の 他 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 32 32 1 1 1 2 1 1 31 29 34

一 般 10 10 10 0 0 0 2 0 0 20 18 21

そ の 他 22 22 22 1 1 1 0 1 1 11 11 13

220 217 211 0 1 1 4 4 7 2 16 7

516 524 521 12 18 16 11 10 19 16 41 22

178 178 168 2 1 0 7 1 10 14 1 0

一 般 58 59 52 0 1 0 5 0 7 12 1 0

取 次 店 120 119 116 2 0 0 2 1 3 2 0 0

3,610 3,608 3,612 28 11 8 21 13 3 149 180 177

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 15 15 1 0 0 0 0 0 2 2 0

2,896 2,901 2,901 2 5 0 0 0 0 4 8 0

25 24 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0

73 74 73 2 1 0 1 0 1 72 75 80

65 65 65 1 0 0 2 0 0 16 16 22

10 9 9 1 0 0 0 1 0 5 4 6

415 412 418 7 2 6 15 5 0 3 3 11

- - - - - - - - - 1 1 4

46 42 41 12 0 0 1 4 1 22 35 25

33 32 33 0 1 1 2 2 0 7 12 4

31 33 33 2 2 1 0 0 1 3 2 4

- - - - - - - - - 10 10 10

- - - - - - - - - 4 12 11

※施設数は各年度末現在

　墓地納骨堂の施設数は未完成施設を含む。

　墓地納骨堂の許可件数には，変更許可を含む。

そ の 他

家 庭 用 品

コ イ ン ラ ン ド リ ー

建 築 物 登 録 業

温 泉 利 用 施 設

専 用 水 道

井 戸 そ の 他 の 水 道

簡 易 専 用 水 道

畜 舎 家 禽 舎

火 葬 場

プ ー ル

特 定 建 築 物

理 容 所

公 衆 浴 場 総 数

墓 地 納 骨 堂

化 製 場 等

総 数

そ の 他

クリーニング所総数

区 分

許可（届出）件数

美 容 所

興 行 場 総 数

６
年
度

５
年
度

４
年
度

施 設 数

４
年
度

５
年
度

６
年
度

５
年
度

（単位：件）

旅 館 業 総 数

監 視 件 数

６
年
度

営 業 施 設

５
年
度

４
年
度

６
年
度

廃 止 件 数

４
年
度
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　   ② 検査

≪検査状況≫ （単位：件）

備 考

理化学 細菌
（不良，不適項目）

53 55 59 3

浴槽水等 14 14 16 1 1 レジオネラ属菌

原　水 3 4 4 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10 10 10 0

井戸等 1 1 1 0

飲料水 簡易専水等 4 4 4 0

その他 0 0 0 0

19 20 22 2 2 pH

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 2 2 0

※

     衛生上の各基準の適合状況を把握し，衛生管理の徹底等を指導するため，検査を

   行った。

内 訳

区 分

ク リ ー ニ ン グ 排 水

不
適
数

不
　
良

理 ・ 美 容 所 拭 き 取 り

家 庭 用 品

４
年
度

５
年
度

６
年
度

医 薬 品

飲料水のその他には，船舶飲料水を含む。

クーリングタワー冷却水

総 数

公衆浴場等

コインランドリー拭き取り

プ ー ル 水

飲料水の簡易専水等には，専用水道，タンク水を含む。

お し ぼ り

業務上取扱者廃液検査
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③　環境衛生知識の普及啓発

≪衛生教育開催状況≫

④　苦情・相談

≪相談 ・ 苦情受付状況≫ （単位：件）

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

計

6 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 154 1 6 9 23 37 10 10 3 0 0 0 1 100
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 9 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5

141 190 5 13 13 27 42 12 11 3 2 0 0 2 130

チ ャ タ テ ム シ

５年度

3

ハ エ

2

ア リ

1

４
年
度

５
年
度

1

人　数

1

1

4076

回　数

そ の 他
講 習 会

区 分

４年度
2

129 42

1

57

4

総 数
プール衛生
講 習 会

理 美 容
講 習 会

30人　数

回　数

回　数

合 計

カ 等
そ の 他 の 害 虫
井 戸 等 飲 料 水
墓 地

シ ロ ア リ

上 記 以 外

コ ウ モ リ
イ タ チ
ゴ キ ブ リ

0

1

区 分

36

シ ラ ミ
ダ ニ

51

（単位：回，人）

ハ ト

ハ チ
カ メ ム シ

シ バ ン ム シ
ム カ デ

６　　年　　度

カツオブシムシ

28人　数

　衛生講習会の開催，市政だより，ホームページ等で広く一般に環境衛生知識の普及啓発に努

めた。

　ハチ等の被害防止に関する相談や，ダニ，ノミ，ハエ等の衛生害虫についての対処方法など

各種苦情相談に応じている。

ヘ ビ

ネ ズ ミ

35

0

1
６年度

114

ノ ミ
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 （３）　薬務

≪薬 務 関 係 施 設≫ （単位：施設，件）

1,168 1,138 1,143 38 86 44 102 69 70 51 116 39 188 157 136

139 140 140 0 5 5 26 22 26 3 4 5 40 28 30

7 7 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0

7 7 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0

51 52 51 4 2 3 7 7 9 3 1 4 7 9 11

21 20 20 0 1 0 5 8 3 1 2 0 14 9 8

新 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

旧 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

一 般 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

駅 構 内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

歯 科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ガ ス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高 度 管 理
123 122 124 6 9 6 28 14 9 3 10 4 38 23 25

管 理
662 639 647 24 49 26 26 72 18 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 121 118 2 3 2 29 16 20 11 7 5 46 29 28

25 23 22 2 17 1 3 1 2 3 19 2 9 25 9

2 2 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1

5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 7

- - - - - - - - - 16 14 14

※ 施設数は各年度末現在

店舗販売業：一般販売業を含む。

４
年
度

５
年
度

６
年
度

４
年
度

５
年
度

６
年
度

４
年
度

５
年
度

６
年
度

４
年
度

５
年
度

６
年
度

４
年
度

５
年
度

６
年
度

毒
物
劇
物
営
業
者
等

製 造 業

輸 入 業
販

売

業

一 般

農 業 用

特 定

要届出業務上取扱者

届 出 不 要 業 務 上 取 扱 者
（特定毒物使用者以外）

薬
局
・
医
薬
品
販
売
業
者
等

薬 局

薬局製造販売業

薬 局 製 造 業

医

薬

品

販

売

業

店 舗 販 売 業

卸 売 販 売 業

薬
種
商
特

例

販

売

業
販
売
業
・
賃
貸
業

　平成26年11月，「薬事法」から「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保に

関する法律」に名称が改められた。平成28年10月，特定毒物研究者について県から権限移譲

を受けた。保健衛生の向上を図るため，関係施設の監視指導に努めている。

そ の 他

医
療
機
器

区　　　分

施 設 数 許可・登録（届出）件数 更新件数 廃 止 件 数 監 視 件 数

総　　　　　　数
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　（４）　動物の保護管理

　　①　犬の登録と狂犬病予防注射

≪犬の登録と狂犬病予防注射の実施状況≫

　　②　犬の捕獲

≪犬の捕獲状況≫

　動物愛護センターが，平成16年１月15日に郷原に移転した。

　動物の愛護と適正な飼養の普及啓発を図る施設として研修室などを備えている。

　収容された犬猫が快適にすごせるよう，冷暖房・床暖房を完備している。

10,224 7,362 1,061

区分
捕獲

総数

79５年度

34

６年度 9,999 7,452

140

5

1,016

85

４年度

６年度

11

区分 登録数
予防接種頭数

総数 集合注射 その他

（単位：頭）

1,123 6,41410,478 7,537

※犬の所有者から，その犬が負傷，疾病，老衰などにより，予防注射の延期の申し出があっ
た場合，開業獣医師の交付する狂犬病予防注射実施猶予認定書により予防注射を猶予する。

6,301５年度

４年度

6,436

　狂犬病予防法では，飼い主は，犬の登録と狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけら

れている。（ただし，生後91日未満のものは除く｡）そのため，例年のとおり４～６月に市

内の公園や市民センターなどに会場を設けて，新たな登録と狂犬病予防注射（集合注射）を

行った。

　なお，狂犬病予防注射は，開業獣医師のところでも接種可能である。

　狂犬病予防法に基づき，繋がれていない犬や市民からの苦情に対し，捕獲業務を行った。

受付

57

捕獲

28 23

16 5

技術員によるもの

受付

117

63 6

（単位：件，頭）

捕獲器によるもの

受付 捕獲

23 430
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　　③　犬・猫の引取り

≪犬・猫の引取り状況≫

　　④　咬傷事故

≪咬傷事故状況≫

　　⑤　犬・猫の譲渡

≪犬・猫の譲渡状況≫ （単位：頭）

　動物の愛護及び管理に関する法律に基づき，犬・猫の引取り業務を行った。

5

19 51 22

0

5

7

7

未登録犬

0

0

00

50（11）

※（　）内は成犬猫数

引取り

６年度

４年度

４年度

５年度 36

33

（単位：件，頭）

犬

５年度

猫

受　付

71 14

６年度 33（5） 51（9）

区分
受　付

　犬・猫の譲渡事務取扱要綱を定め，実施している。

区分

※猫は平成27年８月から，犬は平成28年度から，処分せずに動物愛護団体等に団体譲渡して
いる。

区分 総数

0

６年度

５年度 64（17）

40（39）

7 0

犬

飼主不明犬

飼い犬による

13 29

1

76（44）

16

（単位：件）

06

　広島県動物愛護管理条例により，犬が人を咬んだ場合，その飼い主は，咬傷事故の届出

と，獣医師による狂犬病か否かの診断が義務づけられている。

30

猫

４年度

引取り

22

野犬による
登録犬
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　　⑥　猫の不妊・去勢手術の一部補助

≪猫の不妊・去勢手術の補助状況≫

　　⑦　地域猫活動の支援

≪地域猫活動に対する支援状況≫ （単位：箇所，件）

　　⑧　動物取扱業

≪第１種動物取扱業の登録状況≫ （単位：件，施設）

≪第２種動物取扱業の届出状況≫ （単位：件，施設）

（単位：件）

区分 総数 不妊 去勢

0 0 0

38 40

1

2

0

0 25

訓練 施設数

2

236

3

４年度

展示

4

4

区分

73

譲受飼養貸出し

６年度 1

５年度

37

2 0 0

43

67

0 2

2

５年度

5 0

販売

2

保管

貸出し

0 0

37

競りあっ
せん

４年度 1 0 0

譲渡し 保管

1

234

施設数区分 訓練 展示

６年度

1

5 750

201

　野良猫（飼い主のいない猫）の対策として，「地域猫活動ガイドライン」を策定し，地域

猫活動実施要綱を定め，平成28年度から地域猫活動に対する支援（住民の負担なしで不妊去

勢手術）を行っている。

区分 箇所 総数 不妊

　動物の愛護及び管理に関する法律により，ペットショップ，トリマー，ペットホテルな

ど，営利で動物を取り扱う（第１種動物取扱業）には登録が，非営利で取り扱う（第２種動

物取扱業）には届出が必要である。

128

５年度 284 187 97

去勢

165 139

４年度 24 282 170 112

５年度 10 437

６年度 11 304

６年度 315 187

４年度 231 136 95

　猫の不妊・去勢手術の補助に関する要綱を定め,平成７年11月１日から実施している。
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　　⑨　特定動物の飼養

≪特定動物の飼養状況≫ （単位：件，施設）

　　⑩　動物愛護啓発行事

３　衛生検査状況

　

４年度

６年度 0 0

井 戸 水

区分
頭　数

区分

食 品

　市民及び市内業者からの依頼に基づき検査を令和２年度まで実施した。

　令和３年度以後は，保健所での受付を取りやめ，民間の検査事業所の利用をお願いしてい

る。

　動物愛護週間の趣旨にそって，命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心

と理解を深めるよう，開係団体の協力を得て開催している。

５年度 21

2

ワニ

（単位：件）
２年度 ３年度～

施設数

1

そ の 他

腸内細菌とＯ 157

砂 場 の 砂

腸 内 細 菌 の み
臨 床 検 査

地 下 水

ビ ル 給 水

環 境 衛 生
プ ー ル 水

船 舶 水
59
110
2
65
23

Ｏ157のみ

浴 槽 水

総 数

飲 料 水

食 品 衛 生

そ の 他

そ の 他

　動物の愛護及び管理に関する法律により，ライオン，ワニ，さるなど，人に危害を加える

おそれのある動物は，特定動物に指定され，飼うには呉市保健所の許可が必要である。

34

666
0
0
0
335
164

40

232
0

－

0
2
0
266
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